
ヤマビル駆除薬剤を散布します

問い合わせ
みりょく創出部農林課林政鳥獣対策係
TEL027-382-1111（内線2617）



市内で生息域の拡大が確認
されているヤマビルの被害
を防ぐため、５つの団体と
協力し、５か所のモデル地
区で、駆除薬剤を散布し、
効果を検証します。

ヤマビル駆除薬剤を散布します



【協力団体】

１．碓氷川森林組合

２．安中市有害鳥獣捕獲隊松井田班

３．安中市松井田町広域鳥獣被害対策協議会

４．坂本・原地区鳥獣対策組合

５．松井田城址保存会
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【散布場所】
5団体が選定する山林、保安林、林道に散布
※耕作放棄地を含む農地や宅地には散布できない

【散布時期】
５月上旬～１０月下旬

【散布回数】
４回／年（予定）

【散布薬剤】
天然由来のヤマビル駆除剤とディート系液剤の２種類
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